
集約したご意見・質問は、今後の労使協議に反映していきます。

意見集約Forms、組合事務所・お近くの評議員」までお伝えください
。

【報告事項】※全雇用形態対象

１．2025年度労使通年協議の考え方

２．2025年度労使通年協議項目

３．労使協議進捗報告（育児介護休業法への対応）

＜意見集約期間＞

2025年8月11日(月)～8月17日（日）

＜開催方法＞

『議案書配付・組合HPよりデータ閲覧』をご確認ください

＜今回の内容＞
全雇用形態を対象に労使通年協議の考え方や項目の内容について中心に共有します。

<北海道統括支部・北海道百科直轄分会>

2025年8月限定メンバーズVOICE

社外秘
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https://forms.office.com/r/Js54WssXWB

https://forms.office.com/r/Js54WssXWB
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「年間を通じて労使で課題の共有、解決策の議論を行い、
人事賃金制度改定や、働く環境の改善を目指す」協議形態
です。

0．労使通年協議とは？
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必要に応じて、メンバーズＶＯＩＣＥやテーマ別ＶＯＩＣＥを開催
メンバーと直接意見交換し、実態把握およびコンセンサスを図る

労使事務局 労使事務局

メンバーズＶＯＩＣＥメンバーズＶＯＩＣＥ

各所管部署との調整や議論を行う 各所管部署との調整や議論を行う

支
部
大
会
で
審
議
決
定

非組合員説明会

１．2025年度労使通年協議の考え方

➢ 労使通年協議とは「年間を通じて労使で課題認識の共有、解決策の議論を行い、必要な人事賃金
制度改定の制案化や、働く環境の改善を目指す」という協議形態です。

➢ 2025年度は、５月末に開催されたHDS労使協議会を経て、各社へグループ共通指針が発信されて
います。

➢ グループ指針に加えて、各社経営戦略、人事制度上の課題や働く環境の課題を踏まえ、2025年度
通年協議項目を札幌丸三越として設定を行います。

➢ 年間を通して労使で議論を深め、従業員との進捗共有・対話を定期的に行いながら“春の交渉”での
労使合意を目指します。

1．労使通年協議の考え方
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１．2025年度労使通年協議の考え方 P3

＜人事賃金制度改定＞ ＜春の交渉賃金要求、直近の賞与要求＞
１）メイトスタッフ：人事賃金制度改定
• 賃金表の上限引き上げ
• 昇給表の見直し
２）月給制社員：出張販売手当の導入
• 販売を伴う出張に行ったメンバーへ1日1,000円支給

＜労働条件、働く環境整備＞
１）月給制社員：年間所定労働時間短縮
• 1日の所定労働時間：7:55⇒7:40
• 年間休日：114日⇒120日
• 年間所定労働時間：1988時間⇒1879時間
２）月給制社員：連休制度の拡充
• 連休編成年3回⇒年4回

【２０２４年１２月・２０２５年６月賞与】
基本賞与 ２．３５ヵ月／年

※月給制雇用形態

【２０２５年６月業績加算金要求】
業績加算金 ＋0.14ヶ月

※全雇用形態（時給制含む）

【２０２５年賃金要求】
ベア月給５，０００円/時給 ３０円

2. 2024年度労使通年協議振り返り

• 労使通年協議では、経営環境や年度計画などの様々な企業戦略を捉えるとともに、中期の労働条件の
あり方を示すIMGU労働福祉ビジョンの実現・労働条件ロードマップの推進に向けた労使協議を行い
ます。

• 2025年度の労使通年協議では、中長期的なやりがい・成果実感に繋がる人事賃金制度の改定や、働
きやすい職場環境の実現に向けた協議を進めます。

【2025年度通年協議全体像】

3.2025年度労使通年協議項目全体像

北海道百科

北海道ブランド（商品・情報）を食のシーンを通じ
道内外に紹介し、豊かなくらしづくりに貢献する

道産品の付加価値を高め、生産から食卓までつなげること

VISION

MISSION

人事賃金制度 働き方・環境整備

札幌丸井三越

北海道に暮らす人々と訪れる人々に豊かさと楽しさを提供する
“特別な百貨店”を中核とした企業

VISION

【労働福祉ビジョン】
４つの政策分野における目指す姿

IMGU北海道統括支部

“従業員が「誇り」と「自信」を
持って働き続ける北海道随一の企業”

実行計画

通年協議

1. 業務フローの確立
2. 売上差益率向上
3. 売上拡大
4. 基盤整備

年度方針実行計画



協議
項

目
対象 課題 検討内容

労使

合意

人
事
賃
金
制
度

継続
賞

与

月給制

社員

• 早期に目指す賞与水準の達

成（年間3.00ヶ月）

• 経営動向を踏まえ、段階的な基本賞与

水準引き上げを検討

• 2026年12月賞与の引き上げへ協議

2026年
2月

新規
本

給
ステージC

• 納得、公平性のある評価制

度の再構築

• 本給・賞与が分離した評価シートの見

直しを検討

• 評価面談実施フローの再整理

2026年

2月

新規
評

価
ステージC

• 成果の積み上げによるモチ

ベーションが維持できる本

給制度へ見直し

• 個人成果給の設定や昇給表の見直し、

長期キャリアを前提とした等級のス

テップを検討

• 役割給の設定による担う役割の整理

2026年

2月

継続
本

給
時給制社員

• 採用競争力の高い本給水

準の検討

• 各地域において人材確保を目的として、

競争力の高い時給設定の検討を行う
継続協議

新規
本

給
時給制社員

• 60歳になっても継続的に

働き続ける為の環境整備

• 60歳以上の雇用の維持・確保を図る為

に、時給制社員の67歳まで定年延長の

検討

2026年

2月

新規 全雇用形態 • 労働協約の見直し • 雇用形態の名称をグループ共通化
2026年
２月

働
き
方
・
環
境
整
備

新規
全雇用

形態

【グループ共通】

• 育児介護休業法の改正への

対応

• 障がいがある子等の育児制度の“子の上

限年齢15歳まで”引き上げを検討※次頁

協議進捗あり

2025年
8月

新規

6
0
歳

以

降

エルダース

タッフ

【グループ共通】

• 60歳以降のキャリア選択の

拡充

• キャリア選択を増やすことを目的に

マッチング転籍制度の導入を検討

2026年
2月

２．2025年度労使通年協議項目 P4



育児・介護休業法の改正への対応

（１）現状

➢ 育児・介護休業法改正に伴い、 従業員一人一人の家庭責任や生活など個人の状況
に応じて、仕事やキャリア形成と両立できるような職場環境の整備が求められて
います。

（２）対応の方向性

➢ 前述の法改正の内容を踏まえ、年齢で発達段階を区切ることが困難である“障がい
のある子”の育児の場合は、2025年10月より育児と仕事の両立支援として働き方諸
制度の利用可能期間の延長を行います。

➢ 具体的には、北海道百科の育児に関わる既存制度を対象に、利用期間を“子が15歳
になる年度の3月31日まで”に改定します。

育児・介護休業法改正

義務
• 会社は、仕事と育児の両立に関して、労働者の意向を個別に聴取し、自社の状

況に応じて配慮しなければならない（妊娠・出産等の申出時と子が３歳になる
前は必須）

指針
• さらに、子に障がいがある場合等には、短時間勤務制度や子の看護等休暇等の

利用可能期間を延長することや、ひとり親家庭の場合には、子の看護休暇等の
付与日数に配慮することが望ましい

対応の方向性

利用期間の
延長対象となる

既存制度

• 育児休業（４歳未満）、育児勤務（小６）、シフト選択勤務（小６）、ストッ
ク有休（４歳未満）、子の看護等休暇（小３）、時間外・休日勤務免除（小
３）、ライフイベント転籍（小６）

※育児休業の在籍期間中及び一子あたりの上限取得可能期間は既存制度のまま変更
しない
※育児勤務の制度引き上げ年数は、在籍期間の上限取得可能年数に通算しない

“障がいがある
子等”の範囲

• 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳が交付されている子
• 医療的ケア児（日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受け

ることが不可欠な児童）
• 上記に準ずる状態にある子（医師や公的機関による診断や証明による）

利用可能期間 • 子が15 歳になる年度の３月31 日まで

＜ポイント>

✓ 育児・介護休業法改正に伴い、 2025年10月より障がいがある子等の育児における
既存制度利用期間を「子が15歳になる年度の3月31日まで」拡充を検討。

✓ 仕事と育児の両立するための個別意向を聴取し、自社の状況に応じて配慮を検討
するためのグループ共通対応フローを策定・運用を検討。
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